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緑 区 内 の 交 通 事 故 1 0 月 中
( 交 通 課 調 べ ・ 暫 定 値 )
人 身 事 故 7 9 件
物 損 事 故 4 8 2 件

ひとりで悩まず、まずは相談を！
ストーカー行為の恐ろしさは、初めは「たいしたことはない」行

為だったのが、次第にエスカレートしたり、一旦おさまっても行為

が再燃することです。

ストーカー行為への対策としては、まずは、被害を未然に防ぐた

めの意識を高くすることが大切です。そして、被害を受けることと

なってしまった場合には、厳重な防犯対策をとる必要があります。

「禁止されている行為」
● つきまとい・待ち伏せ・うろつき等

● 行動を監視している事項の告知等

● 面会・交際等の要求

● 著しく粗野又は乱暴な言動

● 無言電話、連続した電話、文書の送付、

ファクシミリ・電子メール・SNSを
用いたメッセージの送信等

● 汚物、動物の死体等の送付等

● 名誉を害する事項の告知等

● 性的羞恥心の侵害行為

● GPS機器等を取り付ける行為等
● GPS機器等を用いて位置情報を
取得する行為

緑区では自転車盗が多発しています。

盗まれた場所は様々ですが、無施錠の自転車

が多く盗まれています。

自転車から離れる際は確実な施錠を心がけて

ください。また、ダイヤル式ロック錠などで二重

ロックにすると、盗まれにくくなります。

自転車盗が多発！！
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常安学区 - - - - - 4 - - - - 4

徳重学区 1 - 2 1 - 6 - 1 2 2 15

緑署全体 13 3 11 1 6 46 3 2 24 40 147


